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お
知
ら
せ

広 告

　介護サービスを利用している人は、新しい負担割合証と負担限度額認定証を、ケアマ
ネジャーやサービス事業者に提示してください。

介護保険負担割合証 介護保険負担限度額認定証

対 象 者
要支援・要介護認定を
受けている人や事業対象者

介護保険施設に入所している人や
ショートステイを利用する人

証 の 色 白色　　　　　　　　　　 ピンク色　　　　　　　　　　

現在の
有効期限

７月３１日㈮まで　　　　

更新の
手続き

手続きは不要。
佐賀中部広域連合から新しい負
担割合証を郵送します。

８月以降も認定証が必要な場合は、 ７月
31日㈮までに、佐賀中部広域連合または
高齢・障害者支援課に更新の申請をして
ください。

新しい証
の到着

７月中旬
６月中の申請で、 ７月中旬　　
７月中の申請で、 ７月中旬以降

介
護
保
険
負
担
割
合
証
な
ど

の
更
新
の
お
知
ら
せ

問 

高
齢
・
障
害
者
支
援
課 

高
齢
者
支
援
係
　
☎
0
9
5
2

−

75

−

6
0
3
3

佐
賀
中
部
広
域
連
合
　
　
　
　
　
　 

　
☎
0
9
5
2

−

40

−

1
1
3
4

全国大会等出場への助成金（ふるさと振興助成金）のお知らせ
問 総合政策課 地域づくり係　☎0952−75−2116

　多久市ふるさと振興助成金の一環で、一定の要件を
満たす人に対し、全国大会等助成金を交付しています。

■�助成対象者
　（次の要件をすべて満たす人）
・�地区大会を勝ち上がるか、県もしくは協会などから
の推薦により全国大会などに出場する人

・�多久市内に住民登録がある人
・�多久市暴力団排除条例（平成２４年多久市条例第１３号）

第２条第４号に規定する暴力団などではない人
・�多久市の他の補助金を受けていない人
■�助成額　出場者 １人につき 2万円
■�申請方法
　�　申請書を総合政策課
　または市ホームページ
　で取得し、大会の１５日
　前までに添付書類とと
　もに提出してください。


